
勤務環境を改善すると、好循環が生まれます。

令和6年度から、医師の時間外労働の上限規制が始まります。

「雇用の質」 向上の取組

● 働き方・休み方の改善
 時間外労働・夜勤負担の削減、休暇の取得促進など

● 職員の健康支援
 生活習慣病対策、メンタルヘルス対策、作業環境対策など

● 働きやすい環境整備
 子育て・介護との両立支援、ハラスメント対策など

● 働きがいの向上
 キャリアアップ支援、産休・育休からの復職支援など

医療機関の経営者・管理者の皆さまへ

好循環

雇用の質

の向上

患者満足度

の向上

医療の質

の向上

経営の

安定化

■ 医療労務管理相談 （社会保険労務士）

・就業規則や賃金制度の見直し

・有給休暇、時間外手当

・スタッフの健康管理、仕事と育児の両立

・医師の時間外労働の削減

・36協定の締結、見直し

■ 医業経営相談 （医業経営コンサルタント）

・診療報酬制度、医療制度

・組織マネジメント

・経営管理、コストの適正化

・スタッフのキャリア形成支援

・関連する助成制度等

相
談
対
応
の
例

病院の経営を

　　改善したいけど ・・・！？を利用しませんか?

大分県
医療勤務環境改善
支援センター

働きやすい職場にするには ・・・！？

離職者を減らすにはどうすれば ・・・！？

本センターでは、医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント）と

医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士）が、医療機関の多種多様な

ニーズに対し、訪問や電話等により専門的な支援を行っています。

まずは

ご相談ください ！

（相談申込書は裏面）

相談
無料

大分県医療勤務環境改善支援センター
（〒870-8501 大分市大手町 3-1-1 大分県福祉保健部医療政策課内）

受付時間　平日 9時～ 17時（土・日・祝日・年末年始を除く）

TEL：097-506-2656　FAX：097-506-1734　E-mail：a12620@pref.oita.lg.jp



医療機関名

住 所 〒

担当者氏名

電 話 番 号 F A X

E - m a i l

病 床 数 一般（　　　床）、  療養（　　　床）、  精神（　　　床）、  結核（　　　床） 計 （　　　床）

職 員 数

医　師 看護職 その他 計

常　 勤 名 名 名 名

非 常 勤 名 名 名 名

相 談 内 容

医療労務管理面　•　医業経営面　　（何れかに○をつけてください）

※相談内容を具体的にご記入ください

相談希望日

申込日：令和　　年　　月　　日

ご記入後、下記連絡先に FAXまたはメールで送付してください。

FAX：097-506-1734
E-mail：a12620@pref.oita.lg.jp

大分県医療勤務環境改善支援センター （大分県福祉保健部医療政策課内）

〒 870-8501 大分市大手町 3 丁目 1 番 1 号 県庁舎別館 電話 ： 097-506-2656

※希望日に、アドバイザーから連絡致します。

大分県医療勤務環境改善支援センター

相談申込書


